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令和３年度生物多様性保全推進支援事業（里山未来拠点形成支援事業）公募要領 

 

１．事業の目的 

地域における生物多様性の保全再生に資する取組等に必要な経費の一部を国が交付することにより、

地域における先行的・効率的な活動を支援し、国土全体の生物多様性の保全再生を着実に進めることに

より自然共生社会づくりを推進する。 

 

２．事業の概要 

自然共生社会づくりを着実に進めていくため、下記交付対象事業に合致する活動等であって、地域に

おける生物多様性の保全再生に資する取組等に必要な経費の一部を国が交付する。 

なお、交付金を充てることのできる割合及び交付対象経費の区分及び内容は別表１及び２のとおりと

する。ただし、当該区分に係る実支出額が大臣の定める基準額より少ない時は、その実支出額とする。 

 

３．事業の要件 

交付対象事業は、重要里地里山、都道府県立自然公園、都道府県指定鳥獣保護区、モニタリン

グサイト 1000 里地調査対象地、重要湿地、特定植物群落、国立・国定公園普通地域における環

境的課題と社会経済的課題を統合的に解決しようとする活動。 

ただし、次に該当する場合は、交付金の対象とならない。 

① 地方公共団体以外の機関、団体等からの委託、補助、助成等を受けることとなる事業（他

の助成金等と本事業による交付金の充当範囲が明確に分離できる場合を除く） 

② 宗教的又は政治的宣伝意図を有する事業 

 

４．公募対象者 

公募の対象は、里山未来拠点協議会（以下「協議会」という。）であり、以下の要件をすべて

満たしていること。 

ア 協議会は、原則として、２以上の主体から構成されるものとし、会員に活動等を実施する地

域の地方公共団体を含み、国立大学法人、公立大学法人、学校法人または生物科学の学会員等

の生物学に知見のある団体・有識者から継続的に助言を得られる体制を有していること。た

だし、国の機関は協議会の会員に含まれないものとする。 

イ 協議会としての意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法及び責任者、財産の管理方

法及び責任者、公印の管理及び使用方法並びに責任者、内部監査の方法等について、以下に

掲げる協議会の運営に係る規約等が定められていること。 

 

また、応募の際に下記の規約等、必要書類を提出すること。 

（なお、交付申請までに協議会の設置が見込まれる場合には、交付申請までに提出すること） 

① 協議会規約 

② 会計処理規程 

③ 会員名簿 

 

ウ 地方公共団体等が協議会の事務局の一部を構成していること及び地方公共団体等の職員１

名以上が当該協議会の会計処理において責任のある立場にあること。  

なお、環境大臣による交付決定の取消しにより、交付金の全部又は一部について協議会が返

還を求められた場合には、地方公共団体等もその返還の責任を負うものとする。 

 

５．事業期間及び交付金対象期間 

事業期間は、原則２年間以内とする。ただし、２年目が終了する時点において、地域における

活動体制の更なる強化や、事業効果の著しい増進が見込まれる等、継続の必要が高いと認められ

る場合は、１年間事業期間を延伸することができる。 
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６．採択の方法 

書類選考により対象を絞った後、「生物多様性保全推進支援事業審査委員会」による別表３の

審査基準に沿って行う審査により採択事業を決定する。採択決定の審査に当たっては、必要に応

じてヒアリングの実施や追加資料の作成・提出等を求める場合がある。 

なお、審査結果については、ホームページ等を通じて公表する。 

 

７．応募書類及び提出方法 

（１）応募書類 

１）応募申請書 

①書面（紙媒体）を提出する場合 

応募申請書様式１及び２に必要事項をもれなく記載する。押印は不要とするが、申請書

の真正性の担保のため、当該申請に係る責任者・担当者及び連絡先、法人番号（申請者が法

人の場合）の記載に遺漏のないよう留意されたい。 

   ②電子メールにより提出する場合 

 応募申請書様式１及び２に必要事項をもれなく記載する。押印は不要とするが、申請書の

真正性の担保のため、上記と同様の措置又は電子署名法が適用される任意の電子署名を申

請書に付すこととする。なお、電子署名を付す場合は、申請書の提出前に環境省自然環境計

画課と電子証明書の有効性の確認可否等につき調整をすること。 

 

なお、いずれの場合についても、応募申請書様式２は、採択事業の紹介等のため、環境省ウェ

ブサイト等で公開されることがあるので、公開できない情報を記載しないよう留意すること。 

 

（２）提出方法 

①書面（紙媒体）を提出する場合 

郵送または持参により、応募者の事業対象地域を所管する各地方環境事務所等(別添「提出

先一覧」参照)に２部提出する。加えて、別途電子メールにて応募書類の電子ファイルを下記

により送付する。 

②電子メールにより提出する場合 

応募書類の電子ファイルを下記により送付する。 

   １）電子ファイル提出先 

shizen-keikaku@env.go.jp（環境省自然環境局自然環境計画課） 

   ２）メールの件名 

「R3 年度支援事業応募申請（応募申請者名）」とすること。 

３）電子ファイルの形式 

    下記のいずれかとすること。なお、いずれの形式であっても、ファイルサイズの圧縮に配

意すること。 

・PDF 形式（印刷が可能な設定とすること。加えて、応募申請書様式１及び様式２について

は、編集ソフトから直接 PDF に変換し、文章のコピーが可能な設定とすること。） 

・Microsoft 社 Office で展開可能な形式（.docx、.pptx 等）又は JustSystems 社一太郎で

展開可能な形式（.jtd 等） 

   

（３）応募書類の受付期間 

令和３年３月２９日（月）から４月３０日（金）17 時まで 

受付期間より後に到着した書類については、応募書類として受け付けない。ただし以下の場合

についてはその限りではない。 

１）当該遅延が環境省側の事情に起因する場合 

２）当該遅延が自然災害等の応募申請者の責に因らない事由に起因するもので、かつ審査・採

択事務のスケジュール上許容できる場合 



  - 3 -

 

（４）その他 

１）申請内容が３.又は４.で定めた要件に合致しない場合は、当該応募申請を無効とする。 

２）申請内容に対する疑義照会や、書類の不備に対する補正等に速やかに応じない場合は、当

該応募申請を無効とすることがある。 

３）応募申請書の提出後に、当該申請を取り下げる場合は、速やかにその旨を記載した書面を

自然環境局長あて提出すること。 

 

８．その他の留意事項 

（１）採択後、事業開始までに交付決定の手続きが必要となる。交付決定に当たっては交付要綱に

基づき更に詳細な審査を行うことになる。なお、事業期間にかかわらず、交付決定は毎年度行

う必要がある。 

（２）原則、採択事業の内示があった日から１か月以内に交付申請書を提出することとする。 

（３）事業の交付決定前の活動については交付の対象とはならない。ただし、一定の要件を満たし、

交付要綱に基づきあらかじめ生物多様性保全推進支援交付金交付決定前着手届を提出した場

合は、その限りではない。 

（４）交付金の支払は原則として実績報告書の提出後とする。ただし、必要があると認められた場

合には、交付金の交付決定の後に概算払をすることができる。 

 

９．その他 

（１）本事業は、令和３年度当初予算が成立し、予算の示達がなされることが前提となるため、今

後内容の変更等がある場合がある。 

 

１０．問い合わせ先  

環境省自然環境局自然環境計画課 

TEL：03-5521-8343（内線 6674） FAX：03-3591-3228 

E-mail：shizen-keikaku@env.go.jp 

 

１１．スケジュール（予定） 

 

○ ３月２９日        公 募 開 始 

 

○ ４月３０日        締 め 切 り    17 時まで 

 

○ ５月中            審    査 

 

○ ５月末～６月中旬     採択事業の内示・公表 
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１２．手続きの流れ 

基本的な手続きの流れは下図のとおりである。
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別表１ 交付対象経費及び補助率 

１ 交付対象事業 ２ 交付対象経費 ３ 基準額 ４ 交付率 

里山未来拠点形成

支援事業 

交付金事業を行うために必要な

諸謝金、旅費、備品費、消耗品

費、印刷製本費、通信運搬費、

借料及び損料、会議費、賃金

等、雑役務費、資材購入費、そ

の他 

（交付対象経費の内容について

は、別表４に定めるものとす

る。） 

大臣が承認した額 ３／４以内 

 

 

別表２ 交付対象経費の区分と内容 

経費区分 内容 

１ 諸謝金 講師、専門家等の招聘、原稿執筆に対する諸謝金にかかる経費をいう。 

２ 旅費 航空機、鉄道、バス、船等の運賃、交通費、日当及び宿泊に要する経費をいう。 

３ 備品費 概ね単価５万円以上で、反復利用に耐える物品や機器の購入等に要する経費をい

う。 

４ 消耗品費 

 

概ね単価が５万円未満の物品や機器であって、おもに消耗される物品の購入等に要

する経費をいう。 

５ 印刷製本費 資料等の印刷、製本、写真焼付、図面焼増等に要する経費をいう。 

６ 通信運搬費 郵便料、電話料、配送業務、その他通信運搬に要する経費をいう。 

７ 借料及び損料 

 

車両、会場、機器類等の使用賃借、光熱水費、借入金の金利支払い等に要する経費

をいう。 

８ 会議費 会議、作業等の際の茶菓等に要する経費をいう。 

９ 賃金等 日々雇用者に対する賃金のほか、地方公共団体の会計年度任用職員に支給する報

酬、給与、期末手当の支払いに要する費用をいう。 

10 雑役務費 

 

保険料、手数料、広告料、調査、測量の実施等、役務の対価として支払う経費をい

う。 

11 資材購入費 

 

事業を実施する上で必要な資材購入等に要する経費（直接施工が困難な場合の必要

最低限の工事請負費を含む。）をいう。 

12 その他 その他事業に必要な経費で、自然環境局長が承認した経費。 
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別表３ 審査基準 

※１グリーンインフラ 

自然環境が有する多様な機能（生物の生息・生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑

制、防災・減災等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めようとする考

え方や手法 

 

※２Eco-DRR  

Ecosystem-based Disaster Risk Reduction：生態系を活用した防災・減災 

項目 加点要素 

１．生物多様

性の保全へ

の貢献 

(1)事業による保全の対象となる生物の生息・生育環境に関する基礎情報が得

られること。 

(2)事業内容が、国および都道府県のレッドリスト・レッドデータブックに記

載された動植物種等の地域の生物多様性保全上重要な種の保全に貢献するも

のであること。 

２．地域の

社会・経済

解決貢献 

(1)事業対象地域の社会的経済的な現状や問題点を十分に把握しており、そ

の課題の解決に資する事業内容となっていること。 

(2)活動の目的を達成する手段が明確であり、事業対象地域の自然資源を持続

的に活用することにつながるものであること。 

 

３．環境省主

要施策との

関係 

(1)全国的にモデルとなるようなものであること。 

(2)活動内容が 2050 年二酸化炭素実質排出ゼロに貢献するものであること。 

(3)地方公共団体が、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略、生物多

様性地域連携促進法に基づく地域連携保全活動計画又は地域自然資産法に基

づく地域計画を策定しており、これらの計画の実施に貢献する活動であるこ

と。 

(4)事業対象地域を有する地方公共団体に生物多様性地域連携促進法に基づく

地域連携保全活動支援センターが設置されており、当該センターによる多様な

主体の連携が図られること。 

(5)自然再生推進法に基づく全体構想及び事業実施計画が策定されており、計

画の実施に貢献する活動であること。 

(6)その他の生物多様性の保全に関する法律に基づく計画等（別表４参照）に

基づく活動であること。 

(7)第５次環境基本計画に位置づけられたグリーンインフラ※１や Eco-DRR※

２の考えに基づいた取組が行われ、その取組状況や多様な効果を広く普及する

活動が含まれていること。 

 

４．活動の広

範性、継続性

及び発展性 

 

(1)活動内容に収益性が認められ、地域の社会経済に対する直接的または間接

的な裨益が期待されること。 

(2)経費が活動内容に対して適切であること。 

(3)活動の目的に対して適切な評価指標が設定され、その数値目標が適正に設

定されていること。 

(4)活動の継続について見込みを立てており、支援事業終了後も組織として活

動を継続する体制があること。 

(5)地域に根ざした団体であること、または地域の団体や個人から継続的に協

力を得られる見込みがあること。 
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別表４ その他の生物多様性の保全に関する法律に基づく計画等は以下のとおり 

法律 計画等 

自然公園法 生態系維持回復事業計画（第 38 条）（国定公園のみ） 

生態系維持回復事業実施計画（第 39、41 条）（法に基づく確

認・認定の対象となるもの、施行規則第 15 条の 6、9） 

風景地保護協定（第 43、45 条） 

自然環境保全法 生態系維持回復事業実施計画（第 30 条の 3 関連）（法に基づ

く確認・認定の対象となるもの、施行規則第 30 条の 4） 

絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律 

保護増殖事業計画（第 45 条） 

特定外来生物による生態系等に

係る被害の防止に関する法律 

防除実施計画（第 18 条関連）（法に基づく確認・認定の対象

となるもの、施行規則第 23 条） 

 

提出先一覧 

 

■北海道 

◇北海道地方環境事務所 

〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎３階 

◇釧路自然環境事務所（うち道東地方（オホーツク・釧路・根室（総合）振興局の区域等）） 

〒085-8639 釧路市幸町10-３釧路地方合同庁舎４F 

 

■東北地方（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 

◇東北地方環境事務所  

〒980-0014 仙台市青葉区本町３-２-23仙台第二合同庁舎６F 

（管轄区域の特例）※ 

○新潟県に係る磐梯朝日国立公園の区域 

○新潟県に係る国指定大鳥朝日鳥獣保護区の区域 

 

■関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県） 

◇関東地方環境事務所 

〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１ さいたま新都心合同庁舎１号館６階 

（管轄区域の特例）※ 

○福島県に係る日光国立公園及び尾瀬国立公園の区域 

○長野県に係る秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園の区域 

 

■中部地方 

◇中部地方環境事務所（石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県） 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸２-５-２ 

◇信越自然環境事務所（富山県、長野県） 

〒380-0846 長野市旭町1108長野第一合同庁舎 

（管轄区域の特例）※ 

○群馬県に係る上信越高原国立公園の区域 

○新潟県に係る上信越高原国立公園及び中部山岳国立公園の区域 

○群馬県に係る国指定浅間鳥獣保護区の区域 

 

■近畿地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 

◇近畿地方環境事務所  

〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75号桜ノ宮合同庁舎４階(旧称 近畿中国森林管理局) 
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（管轄区域の特例）※ 

○三重県に係る吉野熊野国立公園に係る区域 

○鳥取県に係る山陰海岸国立公園の区域  

○三重県に係る国指定大台山系鳥獣保護区の区域 

 

■中国四国地方（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県） 

◇中国四国地方環境事務所  

〒700-0907 岡山市北区下石井１-４-１ 岡山第２合同庁舎11F 

 

■九州地方 

◇九州地方環境事務所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(奄美群島を除く)） 

〒860-0047 熊本市西区春日２-10-１ 熊本地方合同庁舎４F 

◇沖縄奄美自然環境事務所（鹿児島県（うち奄美群島）、沖縄県） 

〒900-0022 那覇市樋川 1 丁目 15 番 15 号 那覇第一地方合同庁舎 1F 

 

※ 国立公園及び国指定鳥獣保護区にかかる事業のうち、「管轄区域の特例」に該当する場合は、当該区域を

管轄する事務所にご提出ください。 

 

 


